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Ⅰ 令和５年度事業計画 

 

 

１ 基本方針 

２ 実施事業 

３ 主な変更内容 

４ 研修体系図 

５ 研修計画総括表 

６ 研修カレンダー 

７ 科目別カリキュラム 

８ 公益財団法人岐阜県市町村振興協会市町村研修センター研修規程 

９ 公益財団法人岐阜県市町村振興協会助成金交付規程 

10 公益財団法人岐阜県市町村振興協会海外派遣研修助成金交付要綱 

 

 

 





１ 基本方針 

近年の人口減少や少子高齢化、行政サービスのニーズの変化、様々な分野での

担い手不足、価値観の変化・多様化により柔軟な働き方が求められるなど、様々

な課題が顕在化しています。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、社

会の様々な課題や、これまでの取組の遅れや新たな動きも出ています。こうした

なか、国によるテレワーク導入の支援強化等により、地方公共団体でもテレワー

ク導入がすすみ、WEB 会議等も頻繁に行われるようになりました。また、国ではデ

ジタル社会の実現に向けて「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推

進計画」が総務省により策定されました。 

「地方公共団体における今後の人材育成の方策に関する研究会」の令和 2 年度

報告書では、地方公共団体は、人口減少、少子高齢化等に伴い、複雑化、多様化

する行政課題への対応が求められており、持続可能な行政サービス提供体制を構

築するためには、限られた人材を最大限に活用して課題解決に取り組む必要性が

年々高まっており、地方公共団体においても、「人材マネジメント」の視点に立ち、

人材育成の取組を総合的に進めていくことが必要であり、そのためには、 

1 人材確保 

2 人材育成 

3 適正配置・処遇 

4 職場環境の整備 

の４つの要素を有機的に結び付け、職員の持つ能力を最大限に引き出せるよう人

事管理を戦略的に行い、組織力向上につなげていく必要があるとされています。 

 当研修センターでは、県内市町村等の人材育成の一端を担う機関として、安心

安全かつ効率的に受講していただける研修実施を前提に、オンライン研修なども

取り入れ、令和 5年度は、以下の通り、研修を企画・実施するものとします。 
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２ 実施事業 

「基礎研修」「専門研修」「特別研修」の３つのカテゴリーで構成し、「特別研修」

については、地域住民などの参加も可能とした講座を設けます。 

今年度は要望調査の結果を踏まえ「基礎研修」の開催回数を増やします。また、

「専門研修」「特別研修」については受講人数などの要素を精査し、変更や廃止を

行い効率的な研修の提供に努めます。 

 

（１）研修体系 

◎基礎研修 

市町村職員、関係機関の職員等が各職層において果たすべき役割を明らかに

し、職員一人ひとりの身につけるべき知識や技能の向上を図ることにより、効

率的な組織運営と住民サービスの向上を目指します。 

 

◎専門研修 

地方分権時代の職務遂行に必要となる多様な専門能力に加え、自己管理・職 

場管理能力の向上に資するため、５つのコース（「研修体系図」参照）に分け

て研修を実施します。また、従来の集合研修方式にとらわれることなく、時間

と労力を要する専門知識の習得には、オンライン研修の導入、自治体法務検定

（基本法務コース）の受検、法制執務基礎（eラーニング）の個別学習なども

導入しており、研修をより効果的なものとします。 

 

◎特別研修 

住民との協働による地域の問題解決に欠かせない地域住民やＮＰＯ等の各

種団体との合同研修を実施し、住民参加型社会の構築を推進します。 

   また、市町村議会議員等その職務拡大等に伴い専門的能力の育成を促進し

ます。 

 

（２）地域開催 

研修は、県民ふれあい会館での開催を基本とするものの、受講者の移動に 

係る時間的、経済的負担を考慮し、より多くの方が受講できる環境を提供する

ために、地域開催を開催地の協力を得て推進します。 
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（３）オンライン研修の取り組み 

   大人数での集合研修が実施しにくい状況下での研修方法として、場所にと

らわれずに受講できる WEB 会議システム ZOOM を利用した「オンライン研修」

を講義主体の講座を中心に実施します。 

   

 

（４）研修支援事業 

市町村等の研修を支援するため、次の事業を実施します。 

◎研修事業の支援 

    市町村で実施される研修のプログラム指導、講師の紹介等の支援を行い

ます。 

◎研修事業助成金 

    公益財団法人岐阜県市町村振興協会助成金交付規程に基づき、市町村等

が国等の機関の主催する研修事業に職員を参加させる場合に、参加職員１

名につき１研修あたり１０万円までを助成します。 

◎海外派遣研修助成金 

公益財団法人岐阜県市町村振興協会海外派遣研修助成金交付要綱に基づ

き、市町村等が職員研修のために職員を海外に派遣する場合に、派遣職員

１名につき１研修あたり１０万円までを助成します。  

  

（５）広報事業 

   ホームページ（https://www.gifu-shinko.jp）等により研修案内、その実

施内容やその他の研修に関する情報について、随時提供します。 

 

（６）調査研究事業 

   市町村の研修ニーズを把握するために要望調査等を実施し、今後の研修計

画に活かしていきます。また、受講者から受講後アンケートを回収し、需要

に合致した研修の構築に努めます。その他、時代に即した研修を実施するた

め、多角的に研修科目、研修技法等について調査・研究します。 

─ 3─



３ 主な変更内容 

市町村の研修ニーズ等を踏まえ、以下のとおり講座内容及び開催方法を見直します。 

（１） 令和５年度より再開する講座 

〇 専門研修  ５ 専門実務能力 

＊ 「行政実務講座（地方公営企業）」 １日研修 １回 

地方公営企業制度（会計、消費税、その他）についての基礎的な知識を習

得し、事例研究により理解を深め、事務能力の向上を図ることを目的とする研

修です。 

 

（２） 開催数を増加する講座 

＊  新 規 採 用 職 員 研 修：１３回 → １４回 

＊  新規採用職員フォローアップ研修：１３回 → １４回 

＊  ３ ～ ５ 年 目 職 員 研 修：１２回 → １３回 

＊  課 長 級 職 員 研 修： ６回 →  ７回 

＊  ＥＢＰＭ（データ分析・活用）研修： ２回 →  ３回 

 

（３） 隔年開催のため実施しない研修（次回令和 6 年度予定） 

＊  研 修 担 当 者 研 修 

＊  監 査 委 員 研 修 

 

（４） 廃止する講座 

＊  個々を認め合うコミュニケーション講座  

＊  政 策 法 務 講 座 

＊  褒 め 方 ・ 叱 り 方 研 修 
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（５） オンライン講座からふれあい会館での講義形式へ変更する講座 

 令和４年度にオンラインで実施した講座のうち、ふれあい会館での講義形式の 

ほうが研修効果が高いと判断された講座です。（令和５年度はふれあい会館で実施） 

＊  個 人 情 報 保 護 と 情 報 公 開 講 座 

＊  自治体職員のためのコンプライアンス研修 

＊  契 約 事 務 の 基 礎 講 座 

＊  住 民 税 の 課 税 実 務 講 座 
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４　研修体系図
新規採用職員研修(フォローアップ研修実施）

３～５年目職員研修

中堅職員研修

係長級職員研修

課長補佐級職員研修

課長級職員研修

再任用職員研修

接遇基礎研修

民法基礎（財産法）講座

＊ 民法基礎（家族法）講座

地方自治制度・地方公務員制度講座

行政法講座

個人情報保護と情報公開講座

公文書作成講座

プレゼンテーション能力向上講座

ワンペーパーで伝わる資料作成講座

説明力向上研修

メンタルタフネス講座

レジリエンス研修

女性職員のためのステップアップ講座

仕事の効率アップ研修

アサーティブコミュニケーション講座

事務ミス防止研修

条例の見方・つくり方基礎講座

条例の見方・つくり方実務講座

法制執務基礎講座（eラーニング）

＊ 基本法務コース（個別学習、自治体法務検定受検）

政策形成講座

事業のスクラップ＆ビルド研修

ＥＢＰＭ（データ分析・活用）研修

人事評価者講座

OJTの進め方研修

メンタルヘルス・ハラスメント防止講座

事例で学ぶリスクマネジメント講座

住民対応能力向上講座

不当要求行為への対応講座

自治体職員のためのコンプライアンス研修

ハードクレーム対応研修

＊ 行政実務講座（地方公会計）

＊ 行政実務講座（地方公営企業）

複式簿記講座

契約事務の基礎講座

債権管理・回収の実務知識講座（私債権回収）

地方公共団体の債権管理概要（公債権徴収）

徴収職員折衝力向上講座

＊ 面接試験技法研修

住民税の課税実務講座

災害対応実務講座

＊
パソコン講座
（ワード、エクセル、パワーポイント、アクセス）

★＊ 住民協働によるまちづくり研修

★ ワークショップ・ファシリテーション研修

★ 保育士研修

グラフィックレコーディング研修

議会答弁能力向上研修

市町村議会議員セミナー

幹部セミナー

＊ 行財政講演会

★ その他団体・個人受講可能講座
＊ 共催研修

基礎研修

２　自己管理能力

１　基礎能力

研
修
事
業

５　専門実務能力

４　職場管理能力

３　地方分権時代
　　に対応する能力

専門研修

特別研修
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講座名 募集定員 日数 回数 地域開催 オンライン

新規採用職員研修 490 2日 14回 ○
新規採用職員フォローアップ研修 490 1日 14回 ○

2 ３～５年目職員研修 455 2日 13回 ○
3 中堅職員研修 420 2日 12回 ○
4 係長級職員研修 315 2日 9回 ○
5 課長補佐級職員研修 315 2日 9回 ○
6 課長級職員研修 245 2日 7回 ○
7 再任用職員研修 140 0.5日 4回
8 接遇基礎研修 140 1日 4回
9 民法基礎（財産法）講座 100 2日 1回 ○

10 民法基礎（家族法）講座 100 2日 1回 ○
11 地方自治制度･地方公務員制度講座 300 2日 3回 ○
12 行政法講座 100 2日 1回 ○
13 個人情報保護と情報公開講座 40 2日 1回
14 公文書作成講座 300 1日 3回 ○
15 プレゼンテーション能力向上講座 75 2日 3回
16 ワンペーパーで伝わる資料作成講座 70 1日 2回
17 説明力向上研修 35 1日 1回
18 メンタルタフネス講座 70 1日 2回 ○
19 レジリエンス研修 35 2日 1回
20 女性職員のためのステップアップ講座 35 1日 1回
21 仕事の効率アップ研修 105 1日 3回
22 アサーティブコミュニケーション講座 35 1日 1回
23 事務ミス防止研修 105 1日 3回
24 条例の見方・つくり方基礎講座 300 2日 3回 ○
25 条例の見方・つくり方実務講座 70 2日 2回
26 法制執務基礎講座（eーラーニング） 50 2ヶ月 1回
27 基本法務コース（個別学習、自治体法務検定受検） 35 1日 1回
28 政策形成講座 105 2日 3回 ○
29 事業のスクラップ＆ビルド研修 35 1日 1回
30 EBPM（データ分析・活用）研修 105 1日 3回
31 人事評価者講座 140 1日 4回
32 OJTの進め方研修 105 2日 3回
33 メンタルヘルス・ハラスメント防止講座 70 2日 2回
34 事例で学ぶリスクマネジメント講座 70 1日 2回
35 住民対応能力向上講座 70 2日 2回
36 不当要求行為への対応講座 40 0.5日 1回
37 自治体職員のためのコンプライアンス研修 35 2日 1回
38 ハードクレーム対応研修 35 1日 1回
39 行政実務講座（地方公会計） 40 1日 1回
40 行政実務講座（地方公営企業） 40 1日 1回
41 複式簿記講座 40 6日 1回
42 契約事務の基礎講座 40 2日 1回
43 債権管理・回収の実務知識講座（私債権回収） 100 1日 1回 ○
44 地方公共団体の債権管理概要（公債権徴収） 100 1日 1回 ○
45 徴収職員折衝力向上講座 35 1日 1回
46 面接試験技法研修 35 1日 1回
47 住民税の課税実務講座 40 2日 1回
48 災害対応実務講座 35 1日 1回
49 パソコン講座（ワード中級） 40 1日 2回
50 パソコン講座（エクセル中級) 80 1日 4回
51 パソコン講座（パワーポイント初級） 20 1日 1回
52 パソコン講座（アクセス初級） 20 2日 1回
53 住民協働によるまちづくり研修 35 2日 1回
54 ワークショップ・ファシリテーション研修 35 2日 1回
55 保育士研修 35 1日 1回
56 グラフィックレコーディング研修 35 1日 1回
57 議会答弁能力向上研修 70 1日 2回
58 市町村議会議員セミナー 80 0.5日 1回
59 幹部セミナー 80 0.5日 1回
60 行財政講演会 300 0.5日 1回

7,115人 266.0日 170回 9 8

専
門
実
務
能
力

特
別
研
修

合     計　

５　研修計画総括表
区分

基
礎
研
修

1

専
門
研
修

基
礎
能
力

自
己
管
理
能
力

職
場
管
理
能
力

地
方
分
権
時
代
に

対
応
す
る
能
力
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日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

事務ミス

EBPM

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

係長
(高山)

中堅
（高山）

中堅
中堅

（多治見）

係長
(高山)

民法
基礎
【財産
法】
（オンラ
イン）

公債権
（オンラ
イン）

地方自治
（オンライン）

係長
(土岐）

課長

み
ど
り
の
日

課長

中堅

プレゼン

複式簿記 複式簿記

課長
（可児）

条例実務

課長

係長 係長
（美濃加茂）

課長
（高山）

グラ
レコ

ワーク
ショップ

条例基礎
（オンライン）

新規採用
（高山）

接遇

新規採用

基本法
務（ガイ
ダンス）

専門研修

接遇

課長補佐
（高山）

課長

条例実務

ＯＪＴ

こ
ど
も
の
日

ＯＪＴ

公文書
（オンラ
イン）

仕事の
効率

６ 令和５年度　研修カレンダー

秋
分
の
日

課長補佐
（美濃加茂）

専門研修

行政法
（オンライン）

仕事の
効率

仕事の
効率

スクラッ
プ＆ビ
ルド

コンプラ
イアンス

9月

基礎研修

敬
老
の
日

中堅
（美濃加茂）

中堅

公文書
（オンラ
イン）

EBPM EBPM

特別研修

特別研修

民法
基礎
【財産
法】
（オンラ
イン）

事務
ミス

再任用再任用

昭
和
の
日

再任用

新規採用
（関）

新規採用

再任用

接遇

新規採用
（可児）

新規採用
（土岐）

契約事務

議会
答弁

議会
答弁

条例基礎
（オンライン）

課長補佐

接遇

個人情報

プレゼン

課長補佐
（可児）

災害
対応

複式簿記

係長

特別研修

7月

基礎研修

専門研修

人事
評価

人事
評価

人事
評価

専門研修

特別研修

条例基礎
（オンライン）

プレゼン

４月

基礎研修

5月

基礎研修

憲
法
記
念
日

特別研修

専門研修

特別研修

専門研修

新規採用

6月

基礎研修

人事
評価

8月

基礎研修

ＯＪＴ

海
の
日

事務
ミス

課長
（土岐）

課長補佐

民法基礎
【家族法】
（オンライン）

山
の
日

公文書
（オンラ
イン）

住民税

議員
セミ
ナー
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日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

女性

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

※ 都合により日程・会場を変更することがあります。

※ 日程が未定の研修につきましては、決定後に研修センターホームページにてお知らせします。

＊ 当研修センターの他、市町村職員中央研修所（市町村アカデミー）、全国市町村国際文化研究所（国際文化アカデミー）

　 でも、宿泊を伴う専門性の高い研修を実施しています。

　　　　・ 市町村アカデミー（ＪＡＭＰ）　　https://www.jamp.gr.jp

　　　　・ 国際文化アカデミー（ＪＩＡＭ）　https://www.jiam.jp

＊ 市町村振興宝くじ（サマージャンボ宝くじ等）・新市町村振興宝くじ（ハロウィンジャンボ宝くじ等）の収益金は、

　 研修センター事業をはじめ、市町村のまちづくり事業に活用されています。

宝くじ公式マスコット「クーちゃん」

特別研修

特別研修

住民協働

政策
形成

政策形成

メンタル
ヘルス

保育
士

中堅

新規採
用フォ
ロー
（高山）

新規採
用フォ
ロー
(可児)

３～５年目

リスクマ
ネジメ
ント

新規採
用フォ
ロー

ワン
ペー
パー

専門研修

12月

基礎研修

レジリエンス

ハード
クレー
ム

天
皇
誕
生
日

メンタル
タフネス
(土岐)

勤
労
感
謝
の
日

メンタル
タフネス

新規採用
フォロー
(美濃加
茂)

特別研修

専門研修

特別研修

10月

基礎研修

11月

基礎研修

文
化
の
日

※ 日程が未定の研修：行政実務講座、面接試験技法研修、行財政講演会

特別研修

2月

基礎研修

建
国
記
念
の
日

1月

基礎研修

元
　
日

専門研修

専門研修

成
人
の
日

幹部
セミ
ナー

振
替
休
日

ワン
ペー
パー

住民対応 住民対応

専門研修

政策形成
（土岐）

政策
形成

エク
セル

パワ
ポ

アクセス
エク
セル

エク
セル

地方自治
（オンライン）

ス
ポ
ー
ツ
の
日

３～５年目

３～５年目
（高山）

３～５年目
（可児）

徴収
職員

新規採
用フォ
ロー

リスクマ
ネジメ
ント

新規採
用フォ
ロー

説明
力

不当
要求

私債権
（オンラ
イン）

３～５年目

アサー
ティブ

３～５年目

メンタル
ヘルス

エク
セル

基本
法務

新規採用
フォロー
（多治見）

３～５年目
(瑞浪）

地方自治
（オンライン）

ワード ワード
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８ 公益財団法人岐阜県市町村振興協会市町村研修センター研修規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人岐阜県市町村振興協会（以下「この法人」という。） 

事務局組織運営規則第３条により設置した市町村研修センター（以下「研修センター」

という。）が実施する研修に関し必要な事項を定め、研修センターの健全な運営を図る

ことを目的とする。 

（研修区分） 

第２条 研修センターが実施する研修の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）基礎研修  市町村職員等を対象とする研修で、当該職員の職に応じて必要とさ 

れる基本的な知識習得、能力の向上などを主たる目的とする研修 

（２）専門研修  市町村職員等を対象とする研修で、業務遂行能力の向上、高度な知 

識及び技術の習得、行政分野ごとの専門能力の向上などを主たる目的

とする研修 

（３）特別研修  前２号に掲げる研修以外の特別な課題を目的とする研修 

（研修企画委員会） 

第３条 研修センターが実施する研修事業の内容等を調査、審議するため、研修企画委

員会を設置する。 

２ 研修企画委員会の委員の構成、運営、その他必要な事項は、別に定める。 

（研修計画） 

第４条 研修センター所長（以下「所長」という。）は、年度ごとに研修計画を策定し、

当該年度開始までに市町村等の長に通知するとともに、この法人のホームページによ

り公開しなければならない。 

２ 研修計画には、研修区分、研修名、研修目的、開催予定日、開催場所、参加対象者、

募集人数、その他必要な事項を掲載するものとする。 

３ 所長は、研修計画の策定にあたっては、研修企画委員会の審議に付し、理事長の決

裁を受けなければならない。 

（受講者の推薦、決定） 

第５条 研修の受講者は、市町村等の長から推薦された者のうちから所長が決定する。 

２ 市町村の長は、行政サービスを提供する市町村の外郭団体、指定管理者の職員及び

市町村の長が研修を受けることが適当と認めた地域住民や団体の職員等を受講者とし

て推薦することができる。 

３ 市町村等の長からの推薦は、原則として市町村研修管理システム（以下「システム」

という。）により行うものとする。 

４ 所長は、受講者を決定したときは、速やかに当該市町村等の長にその旨を通知する

ものとする。 

５ 前項により通知を受けた市町村等の長は、受講者がやむを得ない事情により研修に

参加することができなくなったときは、遅滞なくその旨を所長に報告しなければなら

ない。 
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（受講者の心得） 

第６条 受講者は、研修期間中、規律を乱す行動を慎み、秩序の保持と研修の円滑な運

営に努めなければならない。 

２ 受講者は、やむを得ない事情により研修を欠席、早退又は遅刻するときは、所長が

別に定める欠席（早退・遅刻）届に必要事項を記入して、所長に提出しなければなら

ない。 

（退所命令） 

第７条 所長は、受講者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該受講者

に退所を命ずることができる。 

（１）規律を乱し、改める見込みのないとき。 

（２）受講者としての信用を失墜させる行為があったとき。 

（３）心身の故障により研修を受けることに耐えられないとき。 

（４）前各号のほか、特別の事情により退所させることが適当であると認めるとき。 

２ 所長は、前項の規定により受講者に退所を命じたときは、直ちに当該受講者の所属

する市町村等の長にその旨を通知しなければならない。 

（効果測定） 

第８条 所長は、必要があると認めるときは、受講者に対して試験その他の方法により

研修効果の測定を行うことができる。 

（研修の修了） 

第９条 所長は、所定の研修課程の概ね８割以上を修めた受講者を研修修了者として認

め、必要に応じて研修修了証書を交付するものとする。 

２ 所長は、前項の規定により受講者を研修修了者として認めたときは、システムによ

り当該受講者の所属する市町村等の長にその旨を通知するものとする。 

（研修報告） 

第１０条 研修担当者（所長から任命された職員）は、研修終了後、研修報告書を作成

し、所長に提出しなければならない。 

（他の研修機関等との協力） 

第１１条 所長は、研修の効果、能率を高めることが期待できると認めるときは、他の

研修機関等と共同して研修を実施することができる。 

（補則） 

第１２条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、理事

長が別に定めるものとする。 

 

附 則 

この規程は、公益財団法人岐阜県市町村振興協会の設立の登記の日から施行する。 
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９ 公益財団法人岐阜県市町村振興協会助成金交付規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人岐阜県市町村振興協会（以下「この法人」という。）

が、定款第４条第１項第３号及び第４号に規定する事業に対する助成について、必要な

事項を定めることを目的とする。 

（助成対象事業） 

第２条 助成対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。 

（１）次に掲げる団体が実施する特色ある地域づくりのための事業 

ア 岐阜県内の全市町村又は岐阜県内の全市町村が共同で構成する団体 

イ 圏域内の全市町村又は圏域内の全市町村が共同で構成する団体 

（２）岐阜県内の市町村が岐阜県等との共同事業において実施する出資、負担等の事業 

（３）岐阜県市長会及び岐阜県町村会（以下「市長会及び町村会」という。）が実施又は

関与する次に掲げる事業 

ア 地域活性化助成事業並びに市長会及び町村会の運営事業 

イ 市長会及び町村会が共催、後援又は協賛する事業 

（４）国若しくは地方公共団体又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１

８年法律第４８号）第３条に規定する法人若しくはこれに準ずる団体が主催する研修

に対して、岐阜県内の市町村及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条

第１項に規定する地方公共団体の組合の職員が参加する研修事業 

（５）前各号に定めるもののほか、理事会において助成を行うことが適当と認める事業 

（助成金の額） 

第３条 助成金の額は、理事会で決定した額とする。ただし、次の各号に掲げる助成事業

については、同号に規定する額とする。 

（１）前条第１号に規定する事業については、助成対象事業に要する経費のうち市町村が

負担する経費の２分の１以内の額とし、その限度額は、別に定める。 

（２）前条第４号に規定する研修事業については、１人につき１研修あたり１０万円を限

度とする。 

（事前協議） 

第４条  助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次に掲げると

ころにより、事前にこの法人と協議しなければならない。ただし、第２条第３号アに規

定する事業について助成金の交付を受けようとする場合及び事業の緊急性その他の理

由により理事長が協議を要しないものと認めた場合は、この限りでない。 

（１）第２条第１号に規定する事業について助成金の交付を受けようとする場合は、この

法人の事業年度開始の月の末日までに、事業計画書、予算書等必要な書類を提出して

協議するものとする。 

（２）前号に規定する事業以外の事業について助成金の交付を受けようとする場合は、前

年度の１月末日までに、同号に掲げる書類を提出して協議するものとする。 

２ この法人は、前項本文に規定する協議があったときは、市長会及び町村会の意見を聴

かなければならない。 
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（助成金の交付申請） 

第５条 申請者は、助成金交付申請書（別記様式第１号）に関係資料を添えて、事業の実

施１月前までに（第２条第３号アに規定する事業について助成金の交付を受けようとす

る場合は、この法人の事業年度の開始後速やかに）理事長に提出するものとする。 

（交付決定等） 

第６条 理事長は、助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、助成金の交付を決定するものとする。 

２ 理事長は、前項の決定をしたときは、助成金交付決定書（別記様式第２号）により申

請者に通知するものとする。 

（助成対象事業の変更又は中止） 

第７条 助成金の交付の決定を受けた者（以下「助成事業者」という。）が助成事業の内

容を変更するときは、速やかに助成金交付変更申請書（別記様式第３号）に関係資料を

添えて理事長に申請するものとする。 

２ 助成事業者が助成事業を中止したときは、助成金交付申請取下げ書（別記様式第４号）

を提出するものとする。 

（事業実績報告等） 

第８条 助成事業者は、助成事業が完了したときは、その結果を記載した助成金事業実績

報告書（別記様式第５号）及び助成金交付請求書（別記様式第６号）を理事長に提出す

るものとする。 

（助成金の交付） 

第９条 理事長は、前条の規定による助成事業の完了の報告を受けた場合において、その

報告に係る助成事業の成果が助成金の交付の決定を受けた条件に適合すると認めたと

きは、助成金の額を確定し、助成金を交付するものとする。 

（助成金の概算払） 

第１０条 理事長は、必要があると認めるときは、助成金の概算払をすることができる。 

２  助成事業者は、前項の助成金の概算払を受けようとするときは、助成金概算払請求書

（別記様式第７号）を理事長に提出するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１１条 理事長は、助成事業者が助成金を他の用途に使用し、又は交付の決定の内容若

しくはこれに付けた条件に違反したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り

消すものとする。 

（助成金の返還） 

第１２条 理事長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、

当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその

返還を求めるものとする。 

（補則） 

第１３条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、理事長

が別に定めるものとする。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、公益財団法人岐阜県市町村振興協会の設立の登記の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行前に、財団法人岐阜県市町村振興協会助成金交付要綱（以下「旧要綱」

という。）の規定により助成金の交付に係る事業について協議を行った者は、当該助成

金の交付申請に係る事業について、この規程の規定により助成金の交付に関する協議を

行ったものとみなす。 

３ この規程の施行の際、旧要綱の規定により助成金の交付決定を受けている者は、この

規程の規定により助成金の交付決定を受けたものとみなす。 
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１０ 公益財団法人岐阜県市町村振興協会海外派遣研修助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、岐阜県内の市町村及び地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２８４条第１項に規定する地方公共団体の組合（以下「市町村等」とい

う。）が研修のために職員を海外に派遣する場合に、その実施に要する経費の

助成について、必要な事項を定めるものとする。 

（助成対象団体及び職員） 

第２条 助成の対象とする団体は市町村等とし、助成の対象となる海外へ派遣す

る職員は、一般職に属する職員とする。 

（助成事業） 

第３条 助成の対象とする事業（以下「助成事業」という。）は、次の各号に掲

げる事業とする。 

（１） 職員の研修を目的とする海外派遣事業 

（２） 国際交流、地域活性化等を目的とする調査研究のため職員を海外へ派遣す 

る場合で、当該派遣が職員研修の一環として適当と認められる海外派遣事業 

２ 次の各号に掲げる事業は、助成の対象としない。 

（１） 一般会計以外の会計で経費を支出した海外派遣事業 

（２） 市町村等が、当該市町村等職員を対象に自主企画して開催する研修事業 

（助成の規模） 

第４条 助成金の限度額は、派遣職員に係る海外派遣事業に要する経費の範囲内

の額で、派遣職員１名につき１０万円を限度とする。 

（助成金の交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする団体（以下「助成団体」という。）は、

海外派遣研修助成金交付申請書（別記様式第１号）に、次の各号に掲げる書類

を添えて申請するものとする。 

（１） 海外研修企画書 

（２） 日程及び渡航経路表 

（３） 派遣職員に係る経費積算表 

（４） その他理事長が必要と認める書類 

（交付決定等） 

第６条 理事長は、助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認める場合は、速やかに助成金の交付を決定するものとする。 

２ 前項の決定をしたときは、海外派遣研修助成金交付決定書（別記様式第２号）

により助成団体に通知するものとする。 

３ 研修内容又は助成金の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、あらかじ

め理事長の承認を受けるものとする。 

（実績報告） 

第７条 助成団体は、助成事業が完了したときは、海外派遣研修助成金実績報告

書（別記様式第３号）に次の各号に掲げる関係書類を添えて、３０日以内に理

事長に報告しなければならない。 

（１） 研修実施結果書 

（２） 経費明細書 

─ 38─



（３） 修了証書（修了証書が発行されない場合は復命書）の写し 

（４） その他理事長が必要と認める書類 

（助成金の額の確定） 

第８条 理事長は、前条の報告を受けたときは、その報告に係る海外派遣研修の

成果が、助成金の交付決定の内容及びこれに付けた条件に適合するものである

かを審査し、適合していると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、

海外派遣研修助成金交付確定書（別記様式第４号）により助成団体に通知する

ものとする。 

（助成金交付請求書） 

第９条 助成団体は、助成金の交付を受けようとするときは、海外派遣研修助成

金交付請求書（別記様式第５号）を理事長に提出するものとする。 

（交付決定の取消） 

第１０条 理事長は、助成団体が助成金を他の用途に使用し、又は交付決定の内

容若しくはこれに付けた条件に違反したときは、助成金の交付決定の全部又は

一部を取り消すことができる。 

（助成金の返還） 

第１１条 理事長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合にお

いて、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるも

のとする。 

２ 理事長は、第８条の規定により助成金の額の確定をした場合において、既に

その額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求め

るものとする。  

（補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、

理事長が別に定めるものとする。 

 

附 則 

 この要綱は、公益財団法人岐阜県市町村振興協会の設立の登記の日から施行す

る。 
 

附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 
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Ⅱ 令和４年度事業実績 

 

   

１ 研修計画及び実績総括表 

２ 科目別研修実施結果 

３ 団体別・講座別研修修了者数 





１　研修計画及び実績総括表
令和4年度

募集定員 日数 回数 回数 修了者数 修了者数

新規採用職員研修 455 2日 13回 13回 458人 ○

新規採用職員フォローアップ研修 455 1日 13回 13回 433人 ○

2 ３～５年目職員研修 420 2日 12回 12回 402人 ○

3 中堅職員研修 385 2日 11回 11回 328人 ○

4 係長級職員研修 315 2日 9回 9回 268人 ○

5 課長補佐級職員研修 315 2日 9回 9回 239人 ○

6 課長級職員研修 210 2日 6回 6回 191人 ○

7 再任用職員研修 140 0.5日 4回 3回 76人

8 接遇基礎研修 140 1日 4回 3回 78人

9 民法基礎（財産法）講座 100 2日 1回 1回 37人 オンライン開催

10 民法基礎（家族法）講座 100 2日 1回 1回 39人 オンライン開催

11 地方自治制度･地方公務員制度講座 300 2日 3回 3回 245人 オンライン開催

12 行政法講座 100 2日 1回 1回 30人 オンライン開催

13 個人情報保護と情報公開講座 100 2日 1回 1回 53人 オンライン開催

14 公文書作成講座 300 1日 3回 3回 222人 オンライン開催

15 プレゼンテーション能力向上講座 75 2日 3回 3回 90人

16 ワンペーパーで伝わる資料作成講座 70 1日 2回 2回 85人

17 説明力向上研修 35 1日 1回 1回 45人

18 メンタルタフネス講座 70 1日 2回 2回 65人 ○

19 レジリエンス研修 35 2日 1回 1回 28人

20 個々を認め合うコミュニケーション講座 35 1日 1回 1回 16人

21 女性職員のためのステップアップ講座 35 1日 1回 1回 26人

22 仕事の効率アップ研修 105 1日 3回 3回 106人

23 アサーティブコミュニケーション講座 35 1日 1回 1回 28人

24 事務ミス防止研修 105 1日 3回 3回 108人

25 条例の見方・つくり方基礎講座 300 2日 3回 3回 206人 オンライン開催

26 条例の見方・つくり方実務講座 70 2日 2回 2回 54人

27 法制執務基礎講座（eラーニング） 50 2ヶ月 1回 1回 60人

28 基本法務コース（個別学習、自治体法務検定受検） 35 1日 1回 1回 19人

29 政策形成講座 105 2日 3回 3回 107人 ○

30 政策法務講座 24 2日 1回 1回 9人

31 事業のスクラップ＆ビルド研修 35 1日 1回 1回 19人

32 EBPM（データ分析・活用）研修（新規） 70 1日 2回 2回 67人

33 人事評価者講座 140 1日 4回 4回 103人

34 OJTの進め方研修 105 2日 3回 3回 77人

35 メンタルヘルス・ハラスメント防止講座 70 2日 2回 2回 60人

36 事例で学ぶリスクマネジメント講座 70 1日 2回 2回 64人

37 住民対応能力向上講座 70 2日 2回 2回 69人

38 不当要求行為への対応講座 35 0.5日 1回 1回 23人

39 自治体職員のためのコンプライアンス研修 100 2日 1回 1回 55人 オンライン開催

40 ハードクレーム対応研修 35 1日 1回 2回 63人

41 行政実務講座（地方公会計） 35 1日 1回 1回 17人

42 複式簿記講座 35 6日 1回 1回 39人 ４日に短縮

【臨時開催】複式簿記講座 ２日 １回 １回 25人 中止分を実施

43 契約事務の基礎講座 100 2日 1回 1回 48人 オンライン開催

44 債権管理・回収の実務知識講座（私債権回収） 100 1日 1回 1回 37人 オンライン開催

45 地方公共団体の債権管理概要（公債権徴収） 100 1日 1回 1回 37人 オンライン開催

46 徴収職員折衝力向上講座 35 1日 1回 1回 20人

47 面接試験技法研修 35 1日 1回 1回 27人

48 住民税の課税実務講座 100 2日 1回 1回 37人 オンライン開催

49 褒め方・叱り方研修 70 1日 2回 2回 35人

50 災害対応実務講座 50 1日 1回 1回 34人

51 研修担当者研修（隔年） 35 1日 1回 1回 8人

52 パソコン講座（ワード中級） 40 1日 2回 2回 21人

53 パソコン講座（エクセル中級) 80 1日 4回 4回 70人

54 パソコン講座（パワーポイント初級） 20 1日 1回 1回 12人

55 パソコン講座（アクセス初級） 20 2日 1回 1回 16人

56 住民協働によるまちづくり研修 35 2日 1回 1回 13人

57 ワークショップ・ファシリテーション研修 35 2日 1回 1回 18人

58 保育士研修 35 1日 1回 1回 23人

59 グラフィックレーコーディング研修 35 1日 1回 1回 33人

60 議会答弁能力向上研修 70 1日 2回 2回 85人

61 監査委員研修（隔年） 40 1日 1回 1回 12人

62 市町村議会議員セミナー 80 0.5日 1回 1回 83人

63 幹部セミナー 80 0.5日 1回 1回 30人

64 行財政講演会 300 0.5日 1回 1回 300人

65 統計概論（県主催研修） 15 1日 1回 1回 15人

66 地域ブランディング研修（県主催研修） 15 1日 1回 1回 11人

7,314人 （延日数） 262.0日 171回 5,857人 5,857人合     計　

特
別
研
修

 
 
 
 
 
 

541人

職
場
管
理
能
力

514人

専
門
実
務
能
力

483人

623人

基
礎
研
修

1

2,473人

専
門
研
修

基
礎
能
力

846人

自
己
管
理
能
力

377人

 
地
方
分
権
時
代
に

 
対
応
す
る
能
力

備　考区　分 講　座　名
令和４年度　計 画 令和4年度　実 績

地域開催
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３ 令和４年度　団体別・講座別研修修了者数

№ 1 1-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

合
　
　
　
　
　
　
計

新
規
採
用
職
員
研
修

新
規
採
用
職
員

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修

３
〜
５
年
目
職
員
研
修

中
堅
職
員
研
修

係
長
級
職
員
研
修

課
長
補
佐
級
職
員
研
修

課
長
級
職
員
研
修

再
任
用
職
員
研
修

接
遇
基
礎
研
修

民
法
基
礎

（
財
産
法

）
講
座

〖
オ
ン
ラ
イ
ン

〗

民
法
基
礎

（
家
族
法

）
講
座

〖
オ
ン
ラ
イ
ン

〗

地
方
自
治
制
度
・

地
方
公
務
員
制
度
講
座

〖
オ
ン
ラ
イ
ン

〗

行
政
法
講
座

〖
オ
ン
ラ
イ
ン

〗

個
人
情
報
保
護
と
情
報
公
開

講
座

〖
オ
ン
ラ
イ
ン

〗

公
文
書
作
成
講
座

〖
オ
ン
ラ
イ
ン

〗

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
能
力

向
上
講
座

ワ
ン
ペ
ー
パ
ー
で
伝
わ
る

資
料
作
成
講
座

説
明
力
向
上
研
修

岐阜市 106 4 1 2 4 4 8 2

大垣市 226 39 23 8 12 5 4 1 2 1 4 5 3

高山市 148 21 19 14 5 4 18 5 5

多治見市 196 15 14 23 16 14 9 8 2 1

関市 231 19 20 15 13 7 12 6 9 9 5 6 10 17 3 2 2

中津川市 282 29 28 16 18 12 17 18 21 8 5

美濃市 122 5 5 10 10 6 3 2 2 1 8 4 4 1 10 7

瑞浪市 177 8 8 14 14 5 8 3 1 10 3 7 4 2

羽島市 158 17 17 11 27 18 4 9 10

恵那市 172 12 12 13 9 10 7 8 5 1 11 9 2

美濃加茂市 150 10 10 13 13 6 4 4 1 1 4 10 8 1 3 3

土岐市 186 14 13 6 8 10 10 5 1 1 2 4 1 4 11 8 2

各務原市 110 34 6 6 9 1 1 1 2

可児市 200 16 15 19 22 5 13 6 8 3 1 15 16 1 8

山県市 125 13 12 11 11 7 2 2 5 3 1 13 1 1

瑞穂市 118 14 11 4 9 4 4 2 3 1 1 2 1 1 1 1

飛騨市 127 16 14 10 5 9 7 6 3 1 2 5 1 3

本巣市 215 15 15 9 9 5 5 6 4 5 5 1 5 8 10 8 1

郡上市 282 30 30 15 17 17 17 15 6 6 5 19 4 1 1

下呂市 418 31 33 16 16 22 10 22 1 2 45 1 1 20 3 5 3

海津市 171 21 19 6 4 6 16 6 1 13 11 4 1 1

岐南町 65 5 5 3 3 5 6 5 1 1

笠松町 35 5 4 2 5 5

養老町 140 9 8 14 10 1 9 7 1 3 7 10 1 1

垂井町 70 8 8 5 4 1 1 5 5 1 1 1

関ヶ原町 30 2 2 3 2 1 1 2

神戸町 75 8 7 2 3 5 4 3 3 3 3 1

輪之内町 52 6 6 5 3 3 1 1 6 2 2 3

安八町 63 8 4 1 2 8 3 3 1 1 5 2

揖斐川町 77 9 9 2 4 12 4 3 2 1 1 1

大野町 96 8 8 4 3 5 6 1 1 6 7 8 1 1

池田町 112 8 8 5 4 3 8 4 8 9 2 2 1 1

北方町 72 6 5 3 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1

坂祝町 53 3 3 4 4 1 2 3 1 7

富加町 53 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 2

川辺町 87 11 9 3 3 4 3 1 2 11 10 2 1

七宗町 66 7 6 2 1 2 7 3 7 1 3 1

八百津町 20 4 3 3 1

白川町 41 9 8 6 3 1 1 1 1 2 2

東白川村 41 2 2 4 6 2 1

御嵩町 137 9 9 5 4 1 5 1 6 7 9 2 6

白川村 31 2 2 2 5 1 2 3

可茂衛生施設利用組合 27 2 2 2 2 2 1 1 3 1

市町村職員退職手当組合 1

不破消防組合 21 1 1 1 1 2 1 2 1

可茂消防事務組合 120 12 12 10 4 3 3 5 1 1 1 2 7 6 1

岐阜県地方競馬組合 12 2 2 1 1 2 2

大垣消防組合 46 4 8 2 1 2 2 2 2

西濃環境整備組合 8 3 3 2

中濃地域広域行政事務組合 8 1 1 1 1

中濃消防組合 63 4 4 3 3 1 4

もとす広域連合 34 3 1 2 4 8 1 1 1 1

西美濃さくら苑介護老人保健施設事務組合 1

羽島郡広域連合 14 1 1 1 2 1

揖斐広域連合 3 1 1

後期高齢者医療広域連合 8

東濃西部広域行政事務組合 6

国民健康保険団体連合会 42 2 4 2 3 2

市町村職員共済組合 2 1 1

市町村行政情報センター 48 2 2 6 6 4 1 4 6

揖斐郡消防組合 20

南濃衛生施設利用事務組合 9 2 2 1 1

東濃中部病院事務組合 3

研修センター・その他 25

合　　計 5,857 458 433 402 328 268 239 191 76 78 37 39 245 30 53 222 90 85 45

団　体　名

基礎研修
　
　

専門研修
基礎能力
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３ 令和４年度　団体別

№

合
　
　
　
　
　
　
計

岐阜市 106

大垣市 226

高山市 148

多治見市 196

関市 231

中津川市 282

美濃市 122

瑞浪市 177

羽島市 158

恵那市 172

美濃加茂市 150

土岐市 186

各務原市 110

可児市 200

山県市 125

瑞穂市 118

飛騨市 127

本巣市 215

郡上市 282

下呂市 418

海津市 171

岐南町 65

笠松町 35

養老町 140

垂井町 70

関ヶ原町 30

神戸町 75

輪之内町 52

安八町 63

揖斐川町 77

大野町 96

池田町 112

北方町 72

坂祝町 53

富加町 53

川辺町 87

七宗町 66

八百津町 20

白川町 41

東白川村 41

御嵩町 137

白川村 31

可茂衛生施設利用組合 27

市町村職員退職手当組合 1

不破消防組合 21

可茂消防事務組合 120

岐阜県地方競馬組合 12

大垣消防組合 46

西濃環境整備組合 8

中濃地域広域行政事務組合 8

中濃消防組合 63

もとす広域連合 34

西美濃さくら苑介護老人保健施設事務組合 1

羽島郡広域連合 14

揖斐広域連合 3

後期高齢者医療広域連合 8

東濃西部広域行政事務組合 6

国民健康保険団体連合会 42

市町村職員共済組合 2

市町村行政情報センター 48

揖斐郡消防組合 20

南濃衛生施設利用事務組合 9

東濃中部病院事務組合 3

研修センター・その他 25

合　　計 5,857

団　体　名

　
　

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

メ
ン
タ
ル
タ
フ
ネ
ス
講
座

レ
ジ
リ
エ
ン
ス
研
修

個
々
を
認
め
合
う

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
講
座

女
性
職
員
の
た
め
の

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
講
座

仕
事
の
効
率
ア
ッ
プ
研
修

ア
サ
ー
テ
ィ
ブ

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
講
座

事
務
ミ
ス
防
止
研
修

条
例
の
見
方
・
つ
く
り
方

基
礎
講
座

〖
オ
ン
ラ
イ
ン

〗

条
例
の
見
方
・
つ
く
り
方

実
務
講
座

法
制
執
務
基
礎
講
座

基
本
法
務
コ
ー
ス

政
策
形
成
講
座

政
策
法
務
講
座

事
業
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
＆

ビ
ル
ド
研
修

Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ

（
デ
ー
タ
分
析
・

活
用

）
研
修

人
事
評
価
者
講
座

Ｏ
Ｊ
Ｔ
の
進
め
方
研
修

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
講
座

1 1 1 3 10 1 2 1 2 6 1

2 1 1 4 7 2 11 3 11 1

5 1 8 1

11 8 1 2 4 9 2 5 10 6

1 3 5 2 1 1 6 3 1 7 6

20 6 5 26

4 1 1 3 7

9 2 7 4 3 3 5 1 4 4 4 5

1 1 1

11 2 1 5 6 11 3 1

1 3 4 6 2 5 5

1 3 4 1 4 1 1 9 2 7 7 7

2 1 7 2 2 3 1

3 1 2 1 1 12 2

1 5 2 3 1

2 1 2 1 1 2 2 3

5 1 6 6 1

2 9 4 1 9 3 4 5 1 6

3 1 2 2 5 23 1 4 2 12 1 16 1

10 3 4 5 47 5 1 7 2 1 1 2

1 3 6 1 5 2 1 6 5

2 3 5 1 1

2

1 1 2 2 1 2 5 4 6

2 5 4 4 1

1 1 1

2 1 2 1 2

1 1 1

6 3 1

1 2 4 2 1 1 1

4 4 1 5 1 5 1

2 2 3 1 4 2 1 1 1 3

1 1 2 2 4 10 1 2

1 2 2 2 2 1

1 2 3 2 2 3 1 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1

1 2 4 2 1

1 2

1

1 1 1 1 1 1

9 1 3 5 5 6 9 6 1 3 5 4

1 2 2 4

1 1 1 1 1

1 1 1 2 2 1

1 1 2 3 2 5 5 3 3 2 1 2

2 1 1 1 2 2 7

1

1 1 5 1 5 5 1 2 3 3

1 1 1 1 3 1

1 1 1 2

1 1 1 1

1

2 1 3 3 2

6 4

3 2 2 3

1

65 28 16 26 106 28 108 206 54 60 19 107 9 19 67 103 77 60

自己管理能力 地方分権時代に対応する能力
専門研修

職場管理能力
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３ 令和４年度　団体別

№

合
　
　
　
　
　
　
計

岐阜市 106

大垣市 226

高山市 148

多治見市 196

関市 231

中津川市 282

美濃市 122

瑞浪市 177

羽島市 158

恵那市 172

美濃加茂市 150

土岐市 186

各務原市 110

可児市 200

山県市 125

瑞穂市 118

飛騨市 127

本巣市 215

郡上市 282

下呂市 418

海津市 171

岐南町 65

笠松町 35

養老町 140

垂井町 70

関ヶ原町 30

神戸町 75

輪之内町 52

安八町 63

揖斐川町 77

大野町 96

池田町 112

北方町 72

坂祝町 53

富加町 53

川辺町 87

七宗町 66

八百津町 20

白川町 41

東白川村 41

御嵩町 137

白川村 31

可茂衛生施設利用組合 27

市町村職員退職手当組合 1

不破消防組合 21

可茂消防事務組合 120

岐阜県地方競馬組合 12

大垣消防組合 46

西濃環境整備組合 8

中濃地域広域行政事務組合 8

中濃消防組合 63

もとす広域連合 34

西美濃さくら苑介護老人保健施設事務組合 1

羽島郡広域連合 14

揖斐広域連合 3

後期高齢者医療広域連合 8

東濃西部広域行政事務組合 6

国民健康保険団体連合会 42

市町村職員共済組合 2

市町村行政情報センター 48

揖斐郡消防組合 20

南濃衛生施設利用事務組合 9

東濃中部病院事務組合 3

研修センター・その他 25

合　　計 5,857

団　体　名

　
　

36 37 38 39 40 41 42 42-2 43 44 45 46 47 48 49 50 51

事
例
で
学
ぶ

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
講
座

住
民
対
応
能
力
向
上
講
座

不
当
要
求
行
為
へ
の

対
応
講
座

自
治
体
職
員
の
た
め
の

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
研
修

〖
オ
ン
ラ
イ
ン

〗

ハ
ー
ド
ク
レ
ー
ム
対
応
研
修

行
政
実
務
講
座

（
地
方
公
会
計

）

複
式
簿
記
講
座

〖
臨
時
開
催

〗
複
式
簿
記
講
座

契
約
事
務
の
基
礎
講
座

〖
オ
ン
ラ
イ
ン

〗

債
権
管
理
・
回
収
の
実
務
知
識

講
座

（
私
債
権
回
収

）

〖
オ
ン
ラ
イ
ン

〗

地
方
公
共
団
体
の
債
権
管
理

概
要

（
公
債
権
徴
収

）

〖
オ
ン
ラ
イ
ン

〗

徴
収
職
員
折
衝
力
向
上
講
座

面
接
試
験
技
法
研
修

住
民
税
の
課
税
実
務
講
座

〖
オ
ン
ラ
イ
ン

〗

褒
め
方
・
叱
り
方
研
修

災
害
対
応
実
務
講
座

研
修
担
当
者
研
修

1 1 5 2 1 2 1 2 5

2 1 2 8 1 4 3 1 4 4 2 3 5 2 1 1

3 1 9

3 8

5 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1

14 19 5 1

1 1 2 1 1

2 2 2 3 1 1 1 3

1

3 5 3 1

4 1 1 1 1 1

4 2 2 1 1 1 3 1 1 1

1 1 2 5 3

1 2 1 2 1 1 1

1 1 3 1 1 1

1 3 1 1 3 2 2

1 1 2 6 2 2

2 8 1 4 1 1 2 4 3 3 1 2 1

1 1 1 3 2 1 1 1 1

12 27 9 5 4 6 3 2 2 2 1 1

6 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 2 1 1 1 2

1 1 1 1 1 1

1 8 1 1 1 3 2 4 3 1

1 1 1

1 1

2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1

2 1 1

1 5

1 1 1 1

2 1 1 3 1 1

5 1 2 2 1 2 2 1

1 1 1 1 3 1

1 1 4 1 2

3 2 1 1 1 2

1 2 2 1

4 2 1 3 1

1

1

2 2 1 1 1

8 1 3 1

1 1

1 1 2

1 1

3 1 1 2 2 1 1

1

2 3

1 1 4 2 1 1 1

1 1

1 1 1

2

2 3 4

2 5

4

1

5 5

64 69 23 55 63 17 39 25 48 37 37 20 27 37 35 34 8

専門実務能力
専門研修

職場管理能力
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３ 令和４年度　団体別

№

合
　
　
　
　
　
　
計

岐阜市 106

大垣市 226

高山市 148

多治見市 196

関市 231

中津川市 282

美濃市 122

瑞浪市 177

羽島市 158

恵那市 172

美濃加茂市 150

土岐市 186

各務原市 110

可児市 200

山県市 125

瑞穂市 118

飛騨市 127

本巣市 215

郡上市 282

下呂市 418

海津市 171

岐南町 65

笠松町 35

養老町 140

垂井町 70

関ヶ原町 30

神戸町 75

輪之内町 52

安八町 63

揖斐川町 77

大野町 96

池田町 112

北方町 72

坂祝町 53

富加町 53

川辺町 87

七宗町 66

八百津町 20

白川町 41

東白川村 41

御嵩町 137

白川村 31

可茂衛生施設利用組合 27

市町村職員退職手当組合 1

不破消防組合 21

可茂消防事務組合 120

岐阜県地方競馬組合 12

大垣消防組合 46

西濃環境整備組合 8

中濃地域広域行政事務組合 8

中濃消防組合 63

もとす広域連合 34

西美濃さくら苑介護老人保健施設事務組合 1

羽島郡広域連合 14

揖斐広域連合 3

後期高齢者医療広域連合 8

東濃西部広域行政事務組合 6

国民健康保険団体連合会 42

市町村職員共済組合 2

市町村行政情報センター 48

揖斐郡消防組合 20

南濃衛生施設利用事務組合 9

東濃中部病院事務組合 3

研修センター・その他 25

合　　計 5,857

団　体　名

　
　

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

パ
ソ
コ
ン
講
座

（
ワ
ー
ド
中
級

）

パ
ソ
コ
ン
講
座

（
エ
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特別研修
専門実務能力
専門研修
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Ⅲ 参    考 

 

 

１ 第６次中期研修計画（令和４年度～令和８年度） 

２ 公益財団法人岐阜県市町村振興協会の概要 

３ 市町村研修センターのあゆみ 

４ 市町村からの派遣職員受入実績 

５ 交通案内図・駐車場案内図 

＊ 研修受講者推薦書 

＊ 研修受講者変更届 

＊ 欠席（早退・遅刻）届 





 

 

 

 
 

 

 

 

研修センター設置の経緯 

中期計画策定の経緯 

基本コンセプト 

基本目標 
 

 

 

 

 

 

 

１ 「第６次中期研修計画」 
（令和４年度～令和8年度） 
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研修センター設置の経緯 
 

昭和の終わりころ、当時、県内の市町村で組織内に研修担当の部署を設置していたのはわ

ずか４市のみであり、ほとんどの市町村では総務や人事担当の部署の職員が所掌事務の一

つとして職員研修を担当し、民間企業が開催する研修に参加するなど、体系的な公務員として

の研修は行われていませんでした。 

そのため、平成元年６月に、岐阜県、岐阜県市長会、岐阜県町村長会（現在の岐阜県町村

会）、岐阜県市町村振興協会の４者により「市町村、県域や県における市町村職員研修の実

施体制の整備・充実を図ること」を目的として、「岐阜県市町村職員研修推進協議会」が当時

の県庁地方課（現在の市町村課）内に設置され、市町村職員研修機関に関する調査・研究が

進められていくこととなりました。 

調査・研究を進める中、平成３年１０月に、岐阜県が「県の一層の活性化を図るため、いろい

ろな人の出会い・ふれあい・交流」をテーマとする複合型施設（仮称）ふれあいセンター（現岐

阜県県民ふれあい会館）の建築を始めました。 

平成６年度オープン予定のふれあいセンターには、当時の県の職員研修機関である岐阜県

自治研修所や、県の生涯学習機関が入居することとなったため、市町村職員研修推進協議会

において市町村職員の研修所も同施設に設置することを前提に、平成４年６月に平成６年度

事業開始を目指して「岐阜県市町村職員研修センター構想」が策定されました。県との協議を

重ね、平成５年１０月に「財団法人岐阜県市町村職員研修センター」を設立、平成６年１月には、

事務所を当時の「ふれあい会館」内に移転し、平成６年度より県内の市町村職員を対象とした

研修事業が始められました。 

その後、平成２２年に財団法人市町村振興協会に吸収合併され、市町村研修センターと名

称変更し、平成２４年には公益財団法人岐阜県市町村振興協会 市町村研修センターとなり

現在に至っています。 

 

 

中期計画策定の経緯 
 

平成６年度、研修センター設立当初は、毎年、単年度の事業計画を策定し研修を実施してい

ましたが、平成６年度に岐阜県自治研修所が平成７年度から平成１１年度の５か年間の基本

計画として新研修基本計画を策定したため、これに習い、平成９年度から平成１３年度の５か

年間、市町村職員研修センターが目指すべき中期的な基本目標として、第１次中期研修計画

を平成８年度に策定し、これを基に毎年度の事業計画を策定することとなりました。 

その後５年おきに、第２次（平成１４年度～平成１８年度）、第３次（平成１９年度～平成２３年

度）、第４次（平成２４年度～平成２８年度）、第５次（平成２９年度〜令和３年度）と、それぞれの

時期の社会情勢や地域の課題、市町村からのニーズに合わせて、中期研修計画の見直しを図

っています。 

平成２９年度より、毎年度の研修事業計画の基本目標としてきた第５次中期研修計画の期

間が、令和３年度末をもって終了となるため、令和４年度から令和８年度の５か年間における研

修の基本目標とする、第６次中期研修計画を策定することとなりました。 
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基本コンセプト 
 

概要図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

① 

研修実施機能 

 

公務員としての使

命を自覚し、住民

の福祉に寄与す

るため、広い視野

を持ち、効率的・

効果的に職務を

遂行する能力向

上のための研修

を実施します。 

 

 ② 

住民協働 

推進機能 

地方分権・地方

創生時代に対応

した、地域の課

題や戦略の策定

に、行政と共に

取り組もうとする

住民等も参加で

きる研修を実施

し、住民協働に

よるまちづくりを

推進します。 

 ③ 

ふれあい 

交流機能 

市 町 村 や 一 部

事 務 組 合 の 職

員、公共サービ

スを担う関係団

体等の、立場の

違う研修受講者

が、交流・ 情報

交換ができる機

会を提供します。 

 ④ 

研修支援機能 

 

専門的な能力向

上のため、国等

の機関が主催す

る研修への参加

を支援します。ま

た、市町村等が

独自に行う研修

の企画・講師・公

開 講 座 等 に 対

し、情報を提供し

ます。 

 ⑤ 

調査研究機能 

 

時代に即した研修

を実施するため、

研 修 の 科 目 、 内

容、方法、成果に

ついて調査・検証

を行い、効果の高

い研修の 実施を

目指します。 

 

 

 

・岐阜県 
清流の国推進部市町村課等 

・(一財)岐阜県市町村 
行政情報センター 

ボランティア団体 
ＮＰＯ等 

 

研修参加 

自己啓発 
協働 

職場研修 

協力・支援 

研修生派遣 

市町村等 岐阜県 
職員研修所 

公益財団法人 
岐阜県市町村振興協会 
市町村研修センター 

合同研修の実施等 
協力・支援 

情報提供・研修助成 

研修生の派遣 

情報交換 ・自治大学校 
・市町村アカデミー 
・その他の研修機関 

情報交換 各都道府県の 
市町村職員 
研修機関等 

５つの機能 
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基本目標 

 

  国内では、近年の人口減少や少子高齢化、行政サービスのニーズの変化、様々な分野での担い

手不足、価値観の変化・多様化により柔軟な働き方が求められるなど、様々な課題が顕在化してい

ます。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会の様々な課題や、これまでの取組の遅れや

新たな動きも出ています。こうしたなか、国によるテレワーク導入の支援強化等により、地方公共団体

でもテレワーク導入がすすみ、WEB会議等も頻繁に行われるようになりました。また、国ではデジタル

社会の実現に向けて「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」が総務省により策

定されました。 

 また、「地方公共団体における今後の人材育成の方策に関する研究会」の令和2年度報告書で

は、地方公共団体は、人口減少、少子高齢化等に伴い、複雑化、多様化する行政課題への対応が求め

られており、持続可能な行政サービス提供体制を構築するためには、限られた人材を最大限に活用し

て課題解決に取り組む必要性が年々高まっており、地方公共団体においても、「人材マネジメント」の

視点に立ち、人材育成の取組を総合的に進めていくことが必要であり、そのためには、 

 1 人材確保 

 2 人材育成 

 3 適正配置・処遇 

4 職場環境の整備 

の4つの要素を有機的に結び付け、職員の持つ能力を最大限に引き出せるよう人事管理を戦略的

に行い、組織力向上につなげていく必要があるとされています。 

 

当研修センターでは、県内市町村等の人材育成の一端を担う機関として、安心安全かつ効率的

に受講していただける研修実施を前提に、オンライン研修なども取り入れ、令和４年度から令和８年

度までの5か年間は県内市町村等の要望も踏まえ、以下の育成目標に基づき研修を企画・実施する

ものとします。 

 

１ 公務員としての使命と自覚を持ち、住民から信頼される職員の育成 

（公務員倫理、規律、説明責任） 

2 コスト感覚を持ち、最小限の労力で最大限の成果を発揮できる職員の育成 

（組織管理・運営能力、危機管理能力、指導力、リーダーシップ能力） 

３ 多様化する社会に柔軟に対応する意識を持ち、高度な専門性を習得し、個別事業を経営する 

能力を備えた職員の育成（企画力、決断力、判断力、政策形成能力、法務能力、専門的能力、 

問題適応力） 

４ 地域の問題に積極的に関心を持ち、地域住民とともに行動できる職員の育成 

（住民協働、ファシリテーション能力、協調性、コミュニケーション能力） 

５ 行政とともにまちづくりに取り組むボランティア団体等の関係者の育成 

（発想力、行動力、郷土愛、連携能力） 
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２ 公益財団法人岐阜県市町村振興協会の概要 

 公益財団法人岐阜県市町村振興協会は、岐阜県内市町村の健全な発展を図り住民福祉の増

進に資するため、財団法人として昭和５４年に設立されました。 

 事業活動は、市町村振興宝くじ（サマージャンボ宝くじ)・新市町村振興宝くじ（ハロウィンジャン

ボ宝くじ)交付金等を基に市町村に対する資金貸付、交付事業、市町村等職員への研修事業など

を行っています。 

 平成２４年４月から「公益財団法人」として、より一層設立目的の実現を図るため活動していま

す。 

 

公益財団法人岐阜県市町村振興協会の概要 

区 分 内     容 

法人の名称 公益財団法人岐阜県市町村振興協会 

法人の設立年月日 
昭和５４年３月１日許可 

（平成２４年４月１日公益財団法人へ移行） 

目 的 

岐阜県内の市町村の健全な発展を図るため、市町村振興宝くじの

収益交付金等を財源とする支援事業を行い、もって住民福祉の増進に

寄与することを目的とする。 

事業の概要 

（１）市町村の災害時における緊急融資事業及び災害防止対策事業

並びに緊急に整備を要する施設等整備事業に対する資金貸付 

（２）市町村振興宝くじ交付金の市町村への交付 

（３）市町村が共同して行う市町村振興に資する事業への助成 

（４）市町村職員等に対する研修の実施及び研修参加費の助成 

（５）市町村の振興に関する情報提供 

（６）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 
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年　月

平成元年６月

平成４年６月

平成５年４月

平成５年９月

平成５年10月

平成６年１月

平成６年４月

平成７年４月

平成８年４月

平成10年６月

平成12年11月

平成14年４月

平成16年４月

平成18年４月

平成18年８月

平成22年４月

平成22年８月

平成22年11月

平成24年４月

「岐阜県市町村職員研修情報システム」稼働

岐阜県市町村職員研修センターホームページ開設による研修事業の情報提供

市町村職員は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律を適用

総務課長は研修課長が兼務、総員数 計８人

公益財団法人岐阜県市町村振興協会　市町村研修センターと名称変更
総務課長と研修課長を専任とし、市町村職員を２人減員

財団法人岐阜県市町村振興協会と合併し、財団法人岐阜県市町村振興協会 市町村研修センターと名
称変更

岐阜県知事あてに合併認可申請書を提出。岐阜県知事から合併認可通知

沿　　　革

市町村職員を１人減員、総員数 計７人

３ 市町村研修センターのあゆみ

「岐阜県市町村職員研修情報システム」改修

所長を岐阜県市町村振興協会職員が兼任

市町村職員１人を増員派遣、総員数 計８人とし、一部事務組合も研修に参加

市町村職員１人を増員派遣、総員数 計９人

岐阜県、岐阜県市長会、岐阜県町村会および財団法人岐阜県市町村振興協会の四者で、「岐阜県市町
村職員研修推進協議会」を設立（事務局を岐阜県地方課内に設置）

２１世紀の市町村を築く「岐阜県市町村職員研修センター」構想を策定

市町村職員２人を岐阜県市町村職員研修推進協議会に派遣（県自治研修所職員を兼務）

岐阜県市長会会長、岐阜県町村長会会長が岐阜県知事あてに財団設立許可申請書を提出

事務所を岐阜県県民ふれあい会館内に移転

所長を専任化。市町村職員２人を増員派遣、臨時職員１人を採用。総員数 計７人。研修開始

岐阜県知事から設立許可があり、財団法人として設立
事務所を岐阜県自治研修所内に設置。職員４人：所長、総務課長（県自治研修所の相当職が兼務）研
修課長、総務係長（市町村職員）
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年　度 市からの派遣 町村からの派遣

平成５年度 岐阜市 笠松町

平成６年度 岐阜市、大垣市 笠松町、南濃町

平成７年度 大垣市、高山市、多治見市 南濃町、上石津町

平成８年度 高山市、多治見市、関市 上石津町、垂井町、神戸町

平成９年度 関市、中津川市、美濃市 垂井町、神戸町、大野町

平成10年度 中津川市、美濃市、瑞浪市 大野町、糸貫町、高富町

平成11年度 瑞浪市、羽島市、恵那市 糸貫町、高富町、武芸川町

平成12年度 羽島市、恵那市、美濃加茂市 武芸川町、白鳥町、八百津町

平成13年度 美濃加茂市、土岐市、各務原市 白鳥町、八百津町、御嵩町

平成14年度 土岐市、各務原市、可児市 御嵩町、笠原町、山岡町

平成15年度 岐阜市、大垣市、可児市 笠原町、山岡町、下呂市(萩原町)

平成16年度 岐阜市、大垣市、高山市 下呂市(萩原町)、飛騨市(神岡町)、白川村

平成17年度 高山市、多治見市、関市 飛騨市(神岡町)、白川村、岐南町

平成18年度 多治見市、関市、中津川市 岐南町、笠松町

平成19年度 中津川市、美濃市、瑞浪市 笠松町、養老町

平成20年度 美濃市、瑞浪市、羽島市 養老町、垂井町

平成21年度 羽島市、恵那市、美濃加茂市 垂井町、関ヶ原町

平成22年度 恵那市、美濃加茂市、土岐市 関ヶ原町、神戸町

平成23年度 土岐市、各務原市、可児市 神戸町、輪之内町

平成24年度 各務原市、可児市 輪之内町

平成25年度 各務原市、山県市 安八町

平成26年度 山県市、瑞穂市 安八町

平成27年度 瑞穂市、飛騨市 揖斐川町

平成28年度 飛騨市、本巣市 揖斐川町

平成29年度 本巣市、郡上市 大野町

平成30年度 郡上市、下呂市 大野町

令和元年度 下呂市、海津市 池田町

令和２年度 海津市、岐阜市 池田町

令和３年度 岐阜市、大垣市 北方町

令和４年度 大垣市、高山市 北方町

令和5年度 高山市、多治見市 坂祝町

＊派遣順は平成18年度以降、市及び町村の建制順

４ 市町村からの派遣職員受入実績
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5　交通案内図・駐車場案内図

県民ふれあい会館への交通アクセス

●ＪＲ東海道本線　　　西岐阜駅(南側ロータリー)からタクシーで約１０分　

岐阜駅北口から岐阜バスで約２０分、またはタクシーで約２０分

●名鉄名古屋本線　　　名鉄岐阜駅から岐阜バス(①番乗り場)で約２５分、またはタクシーで約２５分

●ＪＲ東海道新幹線　　岐阜羽島駅(北口)からタクシーで約２５分

●名神高速道路　　　　岐阜羽島インターチェンジから岐阜方面へ車で約２５分

●東海北陸自動車道　　岐阜各務原インターチェンジから岐阜方面へ車で約２０分
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ふれあい
第1

防災
交流
センター

ｻﾗﾏﾝｶﾎｰﾙ

OKBふれ
あい会館

ふれあい
第５

岐阜ハート
センター

ふれあい
北駐車場

シンク
職員用

第２棟

ふれあい
第２

第１棟

喫茶店

薬　局

薬局

ローソン

ふれあい会館西

バス停

ファミリーマート

歯科医院

須賀４北

シンクタンク
庁舎

岐阜県

総合教育

センター

福祉・

農業会館

ＯＫＢふれあい会館利用者 駐車場案内図

薮田分庁舎

駐車場の利用について

１ 研修受講者は、ふれあい第５駐車場をご利用ください。

２ ふれあい北、第１、ふれあい第２駐車場は、一般来館者が優先となりますのでご理解ください。
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(ＦＡＸ番号：058-278-0678) ※この様式はホームページからもダウンロードできます。

※（ＦＡＸ送信の際は、この用紙のみ送付してください。添書は不要です。）

年 月 日

（研修名）

（団体名）

（担当課・氏名） 課

（電話番号）

【注意事項】

①　必ず所属課名、補職名、ふりがな、氏名、年齢、性別を記入してください。

②　研修ごとに、研修受講者推薦書を作成してください。

③　希望指定回には指定回の回数を記入してください。

　市町村研修管理システムが使用できない時は、下記の様式で受講者
の推薦を行ってください。

研修受講者推薦書

No. 所属課名 補 職 名
ふりがな 年

齢

(内線）

性
別

第1希望
指定回

第2希望
指定回氏　　名
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(ＦＡＸ番号：058-278-0678) ※この様式はホームページからもダウンロードできます。

※（ＦＡＸ送信の際は、この用紙のみ送付してください。添書は不要です。）

年 月 日

（研修名）

（団体名）

（担当課・氏名） 課

（電話番号）

【注意事項】

①　必ず所属課名、補職名、ふりがな、氏名、年齢、性別を記入してください。

②　研修ごとに、研修受講者推薦書を作成してください。

③　希望指定回には指定回の回数を記入してください。

　市町村研修管理システムが使用できない時は、下記の様式で受講者
の推薦を行ってください。

研修受講者推薦書

No. 所属課名 補 職 名
ふりがな 年

齢

(内線）

性
別

第1希望
指定回

第2希望
指定回氏　　名

(ＦＡＸ番号：058-278-0678) ※この様式はホームページからもダウンロードできます。

※（ＦＡＸ送信の際は、この用紙のみ送付してください。添書は不要です。）

年 月 日

（研修名）

（団体名）

（担当課・氏名） 課

（電話番号）

当初

変更後

　市町村研修管理システムが使用できない時は、下記の様式で
受講者の変更を行ってください。

研修受講者変更届

(内線）

No. 所属課名 補 職 名
ふりがな

年 齢 性 別 指定回
氏　　名

No. 所属課名 補 職 名
ふりがな

年 齢 性 別 指定回
氏　　名
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(ＦＡＸ番号：058-278-0678)           ※この様式はホームページからもダウンロードできます。  

 欠 席 （ 早 退 ・ 遅 刻 ） 届  

  年  月  日  

公益財団法人岐阜県市町村振興協会 

 

市町村研修センター所長 

研 修 名 
 

 

団 体 名 
 

 

所 属 名 
 

 

補 職 名 
 

 

氏    名 

 

 

 

下 記 の と お り 欠 席 （ 早 退 ・ 遅 刻 ） を 届 け 出 ま す 。 

欠席（早退・遅刻） 
 
の   期   間 

 
 

  年  月  日   時  分 から 
 

  年  月  日   時  分 まで 
 

日        時間 

 

理      由 

 

具体的に記入し 

てください 

 

 

 

 

 

 

 

備      考  
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